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国民健康保険・後期高齢者医療制度 高額療養費限度額区分が変わります
【問合せ】　市民課　国保年金係　☎773－6661

　８月１日㈬から、70歳以上の人の高額医療費自己負担限度額が次のように変わります。

現行 
７月31日㈫まで 

所得区分

８月１日㈬から 
所得区分

自己負担限度額

外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

現役並み
所得者 ➡

課税所得
690万円以上

252,600円＋（医療費－842,000円）×１％
【多数回該当140,100円】

課税所得
380万円以上

167,400円＋（医療費－558,000円）×１％
【多数回該当93,000円】

課税所得
145万円以上

80,100円＋（医療費－267,000円）×１％
【多数回該当44,400円】

一般 一般
（保険証１割・２割で市・県民税課税）

18,000円
（年間上限14.4万円）※

57,600円
【多数回該当44,400円】

低所得Ⅱ 低所得Ⅱ
（市・県民税非課税：所得あり）

8,000円
24,600円

低所得Ⅰ 低所得Ⅰ
（市・県民税非課税（所得なし） 15,000円

※年間上限額は、８月～平成31年７月の累計額に対して適用となります。病院・診療所、歯科の区別はなく、小
額の自己負担も合算します。調剤薬局の自己負担も含めて合算します。入院時の食事代や差額ベッド代は対象
外です
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現
在
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を
お
持

ち
で
、
引
き
続
き
必
要
な
人
は
、
８
月
中

に
更
新
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
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か
か
り
つ
け
医
は
、
病
歴
や
体
質
の
把

握
が
で
き
る
た
め
、
よ
り
効
果
の
高
い
治

療
が
で
き
ま
す
。
健
康
管
理
全
般
の
ア
ド

バ
イ
ス
も
し
て
く
れ
る
の
で
、
日
ご
ろ
か

ら
信
頼
関
係
を
築
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

薬
局
も
か
か
り
つ
け
を
決
め
て
お
く
と
、

薬
の
飲
み
方
な
ど
、
適
切
な
指
導
を
受
け

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
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は
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ま
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う

　

同
じ
病
気
で
複
数
の
医
療
機
関
を
受
診

す
る
と
、
検
査
・
処
置
・
投
薬
な
ど
を
や

り
直
す
た
め
、
医
療
費
や
時
間
が
か
か
り

ま
す
。

　

ま
た
、
注
射
や
投
薬
の
重
複
で
副
作
用

が
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
気
に
な
る
こ

と
は
、
か
か
り
つ
け
医
に
相
談
し
ま
し
ょ

う
。

年
に
一
度
は
健
康
診
断
を
受
け
、
病
気
の

早
期
発
見
・
早
期
治
療
に
心
が
け
ま
し
ょ

う
　

健
診
を
受
け
る
こ
と
で
病
気
を
早
期
に

発
見
し
、
早
期
治
療
や
医
療
費
の
削
減
に

つ
な
が
り
ま
す
。
集
団
検
診
や
人
間
ド
ッ

ク
を
毎
年
受
け
ま
し
ょ
う
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
利
用
し
ま
し
ょ

う
　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）

は
、
新
薬
（
先
発
医
薬
品
）
と
同
一
の
有

効
成
分
を
含
み
、
効
き
目
や
安
全
性
が
同

等
で
あ
る
と
国
か
ら
認
め
ら
れ
た
安
価
な

薬
で
す
。
処
方
の
希
望
を
医
師
・
薬
局
に

伝
え
や
す
い
よ
う
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬

品
希
望
シ
ー
ル
」
を
保
険
証
更
新
時
に
同

封
し
ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
推
進
の

た
め
、
一
定
の
条
件
を

満
た
し
た
人
に
、
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
差
額

通
知
を
年
３
回
（
７
月
・

11
月
・
３
月
）
通
知
し

て
い
ま
す
。


